
神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例施行規程第７

条第２項及び第６項の規定に基づく収支報告書の閲覧に関す

る要綱の一部改正について 

 

 

１ 改正理由 

「神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例」及び

「神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例施行規程」

が改正されたことに伴い、上記の要綱を改正する。 

 

 

２ 改正内容 

現行の収支報告書だけでなく、新たに会計計帳簿の写し

及び証拠書類等の写しを閲覧対象にするため、「収支報告

書」を「収支報告書等」に改める等、所要の改正を行う。 

 

 

３ 施行日 

令和２年４月１日 

 

資料２ 
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新旧対照表 

○神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例施行規程第７条第２項及び第６項の規定に基づく収支報告書の閲覧に関する要綱 

新 旧 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例施行規程第７条第２項及び第６

項の規定に基づく収支報告書等の閲覧に関する要綱 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例施行規程第７条第２項及び第６

項の規定に基づく収支報告書の閲覧に関する要綱 

 

第１条～第３条 (略) 

（閲覧手続） 

第４条 収支報告書等の閲覧を請求しようとするものは、氏名、住所等を神奈

川県議会政務活動費収支報告書等閲覧請求書（別記様式）に記入の上、議会

局経理課へ提出するものとする。 

（閲覧方法） 

第５条 閲覧者は、閲覧しようとする収支報告書等を係員から受け取り、閲覧

場所において閲覧するものとする。 

２ 閲覧者は、閲覧終了後、速やかに収支報告書等を係員に返却しなくてはな

らない。 

（削除） 

 

（閲覧者の遵守事項） 

第６条  

（削除） 

  

(1) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行

為をしないこと。 

 (2) その他係員の指示に従うこと。 

（閲覧の中止又は禁止） 

第７条 （略） 
（写しの交付） 

第８条 写しの交付については、神奈川県情報公開条例（平成12年神奈川県条 

例第26号）第23条の規定の例による。 

（会計帳簿の写しに関する取扱い） 

第９条 規程第10条の規定に基づき令和２年３月31日までに提出された会計帳

簿の写しについては、収支報告書の例により閲覧に供するものとする。 

第１条～第３条 (略) 

（閲覧手続） 

第４条 収支報告書の閲覧を請求しようとするものは、氏名、住所等を神奈川

県議会政務活動費収支報告書閲覧請求書（別記様式）に記入の上、議会局経

理課へ提出するものとする。 

（閲覧方法） 

第５条 閲覧者は、閲覧しようとする収支報告書を係員から受け取り、閲覧場

所において閲覧するものとする。 

２ 閲覧者は、閲覧終了後、速やかに収支報告書を係員に返却しなくてはなら

ない。 

（複写の禁止） 

第６条  閲覧者は、収支報告書を複写することができない。 

（閲覧者の遵守事項） 

第７条 

 (1) 閲覧場所には、カメラ、複写機及び危険物など他の閲覧者の迷惑になる

ものを持ち込まないこと。 

 (2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行

為をしないこと。 

 (3) その他係員の指示に従うこと。 

（閲覧の中止又は禁止） 

第８条 (略)   

（新規） 

 

 

（新規） 
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新 旧 

 

別記様式 

 

神奈川県議会政務活動費収支報告書等閲覧請求書 

 

                                     年  月  日 

神奈川県議会議長        殿 

 

住 所 

氏 名                  

 
  神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第 16条の規定により、次 

のとおり収支報告書等の閲覧を請求します。 

 

   

年度（期間）       

 

 

 

閲 覧 を請 求 

す る 会 派 

又は議員名     

 

会派名 

 

 

 

 

議員名 

 

 

 
 

閲覧文書の種別 
 
 

 
 

□収支報告書 □会計帳簿の写し □証拠書類等の写し 
 

備考 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

 

 

 

 

旧 

 

別記様式 

 

神奈川県議会政務活動費収支報告書閲覧請求書 

 

                                     年  月  日 

神奈川県議会議長        殿 

 

住 所 

氏 名                  

 
  神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第 16条の規定により、次 

のとおり収支報告書の閲覧を請求します。 

 

   

年度（期間）       

 

 

 

閲 覧 を請 求 

す る 会 派 

又は議員名     

 

会派名 

 

 

 

 

議員名 

 

 

 

  閲覧希望年月日  年    月    日 
 

 


